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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地盤を掘削し所定の深さに水平な基盤を形成する掘削工程と、
　砕石もしくはクラッシャランを中詰めした多数の土嚢を互いに隣接させて形成した一続
きの段を前記基盤上に複数段積み上げて、その一続きの段の両端部が所定間隔をおいてそ
れぞれ排水溝に面するようにして暗渠を形成するとともに、この暗渠の両端部の間を塞ぐ
ようにして型枠を設置する暗渠形成工程と、
　前記基盤上における前記暗渠と前記型枠とによって包囲された箇所に配筋を行なう配筋
工程と、
　前記暗渠と前記型枠とによって包囲された箇所に、前記配筋の一部を含むようにしてコ
ンクリートを打設し、このコンクリートが硬化した後に、前記型枠のみを脱枠して取り外
すことにより底壁を形成する底壁形成工程と、
　前記配筋を用いて前記底壁に連続するコンクリートからなる側壁を形成する側壁形成工
程と、
　を具備することを特徴とする暗渠を備えたコンクリート躯体の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、暗渠を備えたコンクリート躯体、特に地下車庫など地下に設置されるコンク
リート躯体及びその構築方法に関するものである。



(2) JP 4155519 B2 2008.9.24

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　従来、支保工により堰板を固定して木型枠を組みコンクリートを打設し底壁を形成する
ことにより、地下車庫など地下に設置されるコンクリート躯体を構築していた。詳しくは
、まず、地盤を掘削し砂利などを敷き詰めた上に、水平な捨てコンクリートを形成する。
次に、桟木などの支保工によりコンクリートパネルなどの堰板を捨てコンクリートの上に
固定し、木型枠を組立てる。また、捨てコンクリートの上にスペーサなどを用いて所定の
配筋を行なう。木型枠にコンクリートを打設し、硬化させた後に木型枠を脱枠し、コンク
リート躯体の底壁を形成する。更に、コンクリート躯体の背面や側面に流れ込む雨水や地
下水を円滑に排水するために、砕石やクラッシャランを撒き出したり、排水パイプとして
の有孔管を敷設して、地下に設ける水路である暗渠を形成する。また、前記配筋を用いて
型枠を架設して、コンクリート躯体の側壁を形成する。その後、土砂を埋め戻した後、埋
め戻し土砂の体積縮小を防止するために転圧を行なう。なお、現地にて発生した土を詰め
た土嚢を基盤上に複数段ずつ積み上げコンクリートを打設することを、所望の施工高さに
なるまで交互に繰り返し行なうことにより、砂防ダム等を構築することもあった（例えば
、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１０－２６６１６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の地下に設置されるコンクリート躯体を構築する方法においては、
コンクリート躯体の底壁を形成した後に、この底壁を形成するために用いた木型枠は不用
となり脱枠する作業が必要であった。また、この木型枠は桟木などの支保工により支持し
補強する必要があった。また、この木型枠の施工が不適切であると、打設するコンクリー
トの圧力によって木型枠が崩れることがあった。また、桟木などの支保工が多数存在する
ので、特にコンクリートを打設する際に、作業者の自由な動きが妨げられていた。
【０００４】
　また、砕石やクラッシャランを撒き出して暗渠を形成した場合には、埋め戻し土砂など
の細かな粒子が暗渠内の空隙部に侵入し目詰まりを起こすので、経年の使用によって暗渠
が排水機能を失ってしまうことがあった。また、有孔管を敷設して暗渠を形成した場合に
は、有孔管を深い部分に埋設すると、その上に堆積する土砂の重みによる圧力によって、
有孔管が変形し破損することがあった。また、有孔管を埋設した周辺においては、有孔管
の破損を防止するために、埋め戻し土砂に対する十分な転圧を行なうことができないので
、埋め戻し土砂の体積が収縮することがあった。
【０００５】
　本発明は、上記した事情や問題に鑑みてなされたものであり、地下に設置されるコンク
リート躯体の底壁を形成する際に用いる型枠の脱枠などの作業を削減することができ、排
水機能を経年に渡って保持することができる暗渠を備えたコンクリート躯体およびその構
築方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　当該目的を達成するために、請求項１に記載の暗渠を備えたコンクリート躯体の構築方
法は、地盤を掘削し所定の深さに水平な基盤を形成する掘削工程と、砕石もしくはクラッ
シャランを中詰めした多数の土嚢を互いに隣接させて形成した一続きの段を前記基盤上に
複数段積み上げて、その一続きの段の両端部が所定間隔をおいてそれぞれ排水溝に面する
ようにして暗渠を形成するとともに、この暗渠の両端部の間を塞ぐようにして型枠を設置
する暗渠形成工程と、前記基盤上における前記暗渠と前記型枠とによって包囲された箇所
に配筋を行なう配筋工程と、
　前記暗渠と前記型枠とによって包囲された箇所に、前記配筋の一部を含むようにしてコ
ンクリートを打設し、このコンクリートが硬化した後に、前記型枠のみを脱枠して取り外
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すことにより底壁を形成する底壁形成工程と、前記配筋を用いて前記底壁に連続するコン
クリートからなる側壁を形成する側壁形成工程と、を具備することを特徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に記載の暗渠を備えたコンクリート躯体の構築方法によれば、地盤を掘削し所
定の深さに水平な基盤を形成する掘削工程と、砕石もしくはクラッシャランを中詰めした
多数の土嚢を互いに隣接させて形成した一続きの段を前記基盤上に複数段積み上げて、そ
の一続きの段の両端部が所定間隔をおいてそれぞれ排水溝に面するようにして暗渠を形成
するとともに、この暗渠の両端部の間を塞ぐようにして型枠を設置する暗渠形成工程と、
前記基盤上における前記暗渠と前記型枠とによって包囲された箇所に配筋を行なう配筋工
程と、前記暗渠と前記型枠とによって包囲された箇所に、前記配筋の一部を含むようにし
てコンクリートを打設し、このコンクリートが硬化した後に、前記型枠のみを脱枠して取
り外すことにより底壁を形成する底壁形成工程と、前記配筋を用いて前記底壁に連続する
コンクリートからなる側壁を形成する側壁形成工程と、を具備している。従って、コンク
リート躯体の底壁を形成した後に、この底壁を形成する型枠として用いた積み上げた土嚢
を取り除く必要がないので、型枠を脱枠する作業を削減することができる。また、砕石も
しくはクラッシャランを中詰めした土嚢は重量物であるので、打設するコンクリートの圧
力によって、型枠として積み上げた土嚢が崩れないようにできるため、型枠を桟木などの
支保工により支持し補強する作業を削減することができる。また、桟木などの支保工の数
量を削減することができるので、コンクリートを打設する際などにおいて、作業者がより
自由に動き作業することができる。
【００１０】
　更に、砕石もしくはクラッシャランを中詰めした多数の土嚢が互いに隣接して形成され
た一続きの段を複数段積み上げてその端部が排水溝に面する暗渠を形成し、この積み上げ
た土嚢をコンクリート躯体の底壁を形成するための型枠として用いるので、暗渠と底壁を
形成するための型枠とを同時に形成することができ、作業効率を向上することができる。
また、積み上げられた土嚢による暗渠は、地中の深い部分に形成しても、有孔管などを埋
設して暗渠を形成した場合に比べて、その上に堆積する土砂などの重みによる圧力によっ
て変形することがない。また、積み上げられた土嚢による暗渠は、有孔管などを埋設して
暗渠を形成した場合に比べて、埋め戻し土砂に対する転圧によって破損することがないの
で、十分な転圧を行なうことができ、埋め戻し土砂の体積収縮を削減することができる。
また、積み上げられた土嚢による暗渠はその端部が排水溝に面するので、別の暗渠を形成
する必要がなく、作業効率を向上することができる。
【００１１】
　更に、砕石もしくはクラッシャランを中詰めした多数の土嚢が互いに隣接して形成され
た一続きの段を複数段積み上げて暗渠を形成しているので、土嚢の排水性が良いため、作
業中に降雨などがあったとしても、積み上げられた土嚢の上で作業を行なえば、作業者の
足元はぬかるむことがないため、より良好な状態で作業を行なうことができ、作業効率を
向上することができる。また、作業者の靴裏などに泥などが付着することを削減すること
ができるため、前面道路などの周囲を泥などにて汚すことを防止することができる。更に
、砕石もしくはクラッシャランを土嚢に中詰めするために用いる土嚢袋などが、暗渠の上
に堆積される埋め戻し土砂などの土砂が土嚢の中に侵入し目詰まりが生じることを防止す
るので、暗渠が排水機能を経年に渡って保持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　地下に設置されるコンクリート躯体の底壁を形成する際に用いる型枠を脱枠するなどの
作業を削減することができ、排水機能を経年に渡って保持することができる暗渠を備えた
コンクリート躯体およびその構築方法という目的を、多数の土嚢を互いに隣接させて形成
した一続きの段を複数段積み上げて暗渠を形成し、積み上げた土嚢を型枠としてコンクリ
ートを打設しコンクリートからなる底壁を形成することにより実現した。
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【００１５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態に係る暗渠を備えたコンクリート躯体の構築
方法について図面に基づいて説明する。該暗渠４０を備えたコンクリート躯体１０の構築
方法は、図１（ａ）から図１（ｃ）、図２（ａ）から図２（ｃ）及び図３に示すように、
地盤２０を掘削し所定の深さに水平な基盤３０を形成する掘削工程と、砕石もしくはクラ
ッシャランを中詰めした多数の土嚢４１を互いに隣接させて形成した一続きの段を基盤３
０上に複数段積み上げて、その端部が排水溝１０２に面する暗渠４０を形成する暗渠形成
工程と、基盤３０に対して配筋６０を行なう配筋工程と、積み上げた土嚢４１を型枠とし
てコンクリートを打設しコンクリートからなる底壁１１を形成する底壁形成工程と、配筋
６０を用いて底壁１１に連続するコンクリートからなる側壁１２を形成する側壁形成工程
と、埋め戻し土砂７０を埋め戻す埋め戻し工程と、を具備する構築方法である。ここでは
、コンクリート躯体１０として地下構造物である地下車庫１０を構築する場合を例に挙げ
て説明する。この地下車庫１０は、図３に示すように、家屋本体１００が構築される予定
の地盤２０の地表面ＧＬより低い位置に設けられている道路１０１に、道路１０１の端の
排水溝１０２を挟んで、車の出入口となる前面を開放させて構築するものである。なお、
この地下車庫１０は半地下形式であってもよく、少なくとも地下車庫１０の底壁１１が地
表面ＧＬより下に位置していればよい。
【００１６】
　まず、図１（ａ）に示すように、地盤２０を掘削し所定の深さに水平な基盤３０を形成
する掘削工程を行なう。２点鎖線にて示された掘削前の地盤２０を掘削して根切り工事を
行った後、根切り底（不図示）に割栗石や砂利など（不図示）を敷き詰め、その上にコン
クリートを打設して、上面が水平となるように平板状の厚さ５ｃｍ程度の捨てコンクリー
トを基盤３０として形成する。
【００１７】
　次に、図１（ｂ）に示すように、多数の土嚢４１を互いに隣接させて形成した一続きの
段を基盤３０上に複数段積み上げて、暗渠４０を形成する暗渠形成工程を行なう。暗渠４
０は、地下車庫であるコンクリート躯体１０の背面や側面に流れ込む雨水や地下水を円滑
に排水するために設けられるものである。ここで、土嚢４１として、例えば特許第３１８
７８０４号にて開示されたものを用いることができる。この土嚢は、織布または不織布か
らなる土嚢袋の中に土またはその代替物が中詰めされ、ほぼ箱状に成形されて土嚢袋の口
が締められており、圧縮耐力や剪断耐力に関する性能が表示され確保されているものであ
る。ただし、土嚢４１には、岩石をクラッシャーなどで粉砕または割砕した粗骨材である
砕石やクラッシャランを中詰めするが、クラッシャランとしてセメントコンクリートを原
材料とした再生クラッシャランを中詰めしてもよい。
【００１８】
　基盤３０を基準として用い、図４に示すように、土嚢４１を互いに隣接させて一続きに
した１段を基盤３０上に載置して敷き並べる。道路１０１に対向する前面に位置する辺以
外の基盤３０のコの字型の３辺に近接して土嚢４１を敷き並べる。一続きの段として基盤
３０上に載置して敷き並べた土嚢４１の段の上に、同様に、土嚢４１を複数段積み上げ、
図５（ａ）に示すように、土嚢４１がその厚さ方向に一列に並ぶように規則正しく積み上
げる。この時、上下に位置する土嚢４１の口側４１ａと底側４１ｂとが互いに積み重なる
ように並べることが好ましい。このように土嚢４１を並べることにより、土嚢４１の天端
の水平出し（レベル出し）を行なうことがより容易になる。なお、土嚢４１を一段若しく
は複数段積み上げる毎に、プレートランマなどにより転圧し、土嚢４１の中詰材が均等に
なるように、土嚢４１の天端の水平出しを行なうことが好ましい。なお、図４に示すよう
に、土嚢４１の土嚢袋の口が位置する口側４１ａと、土嚢袋の底部が位置する底側４１ｂ
とが、同一段の隣接する土嚢４１同士にて相接するように敷き並べることが好ましい。ま
た、土嚢４１を一段積み上げる毎に、土嚢４１間の隙間に、目詰材としてクラッシャラン
または再生クラッシャランなどを撒き出すことが好ましく、土嚢４１間にシートを敷き、
その上に目詰材を撒き出してもよい。これらによって、敷き並べた土嚢４１の天端の水平
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出しを行なうことがより容易になる。なお、本形態においては、厚さ１０ｃｍ程度の土嚢
を５段積み上げているが、土嚢４１の積み上げ高さがコンクリート躯体１０の底壁１１の
厚さを超えるように、土嚢４１を積み上げる段数を定める。また、図５（ｂ）に示すよう
に、土嚢４１を上下段にて互いにずらして千鳥配置に積み上げて暗渠４００を形成しても
よく、この場合には隅部の一部に長さの異なる土嚢４１０を使用する。このように、土嚢
４１を千鳥配置に積み上げることにより、埋め戻し土砂７０の重みなどによる荷重を分散
することができる。
【００１９】
　車の出入口となる前面には、図４に示すように、桟木などの支保工５１によりコンクリ
ートパネルなどの堰板５２を基盤３０上に固定し、木型枠５０を設置する。なお、コンク
リート硬化後には、これらを取り除く。地下車庫１０の前面には排水溝１０２が設けられ
ているので、土嚢による暗渠４０から流水した水が排水溝に導かれて排水する。
【００２０】
　次に、図１（ｃ）に示すように、基盤３０に対して配筋を行なう配筋工程を行なう。基
盤３０を基準として用い、コンクリート躯体１０の側壁１２を形成するための配筋を行う
。この時、積み上げた土嚢４１は、その天端が水平に転圧されているので、配筋に用いる
鉄筋６０などの運搬や設置作業においては、作業者の良好な足場として利用することがで
きる。また、降雨などにより地表面などが泥状化していても、排水の良い砕石やクラッシ
ャランを中詰めした土嚢４１を用いているので、積み上げた土嚢４１の天端では足元がぬ
かるむことがない。なお、暗渠形成工程の前に配筋工程を行なってもよいし、これらの工
程を同時に行なってもよい。
【００２１】
　次に、図２（ａ）に示すように、積み上げた土嚢４１を型枠としてコンクリートを打設
しコンクリートからなる底壁１１を形成する底壁形成工程を行なう。積み上げた土嚢４１
及び木型枠５０を型枠として用い、コンクリートを打設する。土嚢４１には、砕石やクラ
ッシャランが中詰めされているので、土嚢４１の重量は重く、コンクリートの打設時に発
生する側圧に耐えることができる。また、積み上げられた土嚢４１の天端は転圧によって
水平になっているので、コンクリートを打設する作業者の良好な足場として利用すること
ができる。コンクリートが硬化した後に、木型枠５０を脱枠し取り外すが、土嚢４１は取
り除かないので、型枠を脱枠する作業を削減することができる。コンクリート躯体１０の
底壁１１は、土嚢を用いた暗渠４０と一体化して形成される。
【００２２】
　次に、図２（ｂ）に示すように、前記配筋工程にて配筋を行なった鉄筋６０を用いて底
壁１１に連続するコンクリートからなる側壁１２を形成する側壁形成工程を行なう。鉄筋
６０に型枠受金具などを取付け、この型枠受金具によってコンクリートパネルなどを支持
することにより、左右両面及び背面の３面からなる側壁１２を一体に形成するための木型
枠（不図示）を組付ける。この木型枠に対して、コンクリートを打設する。コンクリート
が硬化した後に、木型枠を脱枠し取り外すことにより、コンクリート躯体１０の側壁１２
が形成される。
【００２３】
　次に、図２（ｃ）に示すように、土嚢を用いた暗渠４０の上部などに埋め戻し土砂７０
を埋め戻す埋め戻し工程を行なう。コンクリート躯体１０の側壁１２の外側に、掘削工程
にて掘削した土砂を埋め戻す。埋め戻し土砂７０を埋め戻した後に、プレートランマなど
により十分に転圧し、埋め戻し土砂７０の経年による体積収縮を防止する。積み上げた土
嚢４１は転圧により破損することがないので、暗渠４０を形成した上部において十分な転
圧を行なうことができる。最後に、コンクリート躯体１０の頂壁１３や、コンクリート躯
体１０の上に位置する家屋本体１００などを構築する。なお、埋め戻し工程は、家屋本体
１００の基礎などを形成した後に行なってもよい。
【００２４】
　なお、土嚢４１を積み上げた暗渠４０の少なくとも上部を覆うように透水性不織布８０
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を固定する透水性不織布固定工程を、前記暗渠を備えたコンクリート躯体構築方法が更に
具備することが好ましい。透水性不織布固定工程は、暗渠形成工程後かつ底壁形成工程前
に行なうことが好ましい。例えば、図７に示すように、土嚢４１を用いた暗渠４０の上部
と外側部を覆うように透水性不織布８０を固定する。これにより、土嚢４１を用いた暗渠
４０の上に堆積される埋め戻し土砂７０などの細かな土砂が土嚢４１の中に侵入し目詰ま
りを起こすことを防止することができるので、排水機能を更に経年に渡って保持すること
ができる。なお、埋め戻し土砂７０の粒子が細かい場合には、土嚢袋の隙間から埋め戻し
土砂７０が土嚢４１内の空隙に入らないように、埋め戻し土砂７０の粒子よりも隙間が細
かい透水性不織布８０を用いる。
【００２５】
　なお、土嚢４１を用いた暗渠４０の排水溝１０２に面する端部には、図５（ａ）及び図
５（ｂ）に示すように、網状のネットや蓋などによる暗渠端面部材９０を設けることが好
ましい。この暗渠端面形成部材９０は、排水溝１０２から土嚢を用いた暗渠４０の端面が
視認できるため、美観を目的に設けるものである。暗渠端面形成部材９０は、暗渠形成工
程後かつ底壁形成工程前に設けることが好ましい。
【００２６】
　以下、土嚢を用いた暗渠を備えたコンクリート躯体について、図面を参照しながら説明
する。ここでは、コンクリート躯体１０として地下構造物である地下車庫１０を例に挙げ
て説明する。この地下車庫１０は、図３に示すように、家屋本体１００が構築された地盤
２０の地表面ＧＬより低い位置に設けられている道路１０１に、道路１０１の端の排水溝
１０２を挟んで、車の出入口である前面を開放して構築されたものである。このコンクリ
ート躯体１０は、図６に示すように、地表面ＧＬより下に位置するコンクリートよりなる
底壁１１と、この底壁１１から上方に連続して設けられコンクリートよりなる側壁１２と
、多数の土嚢４１が互いに隣接して形成された一続きの段が複数段積み重なった底壁１１
と隣接しその端部が排水溝１０２に面する暗渠４０と、側壁１２の上端面の上に前方に伸
びるように設けられる頂壁１３とを具備している。
【００２７】
　底壁１１は、地表面ＧＬより所定の深さだけ下方に位置し、所定厚さのコンクリートか
らなり略長方形の面を有するものである。その下面には、厚さ約５ｃｍの捨てコンクリー
トからなる水平な基盤３０が設けられている。底壁１１の内部には、鉄筋６０が配筋され
ている。側壁１２は、底壁１１から上方に連続して設けられ、コンクリートよりなるもの
である。側壁１２の内部には鉄筋６０が配筋されており、底壁１１内の鉄筋６０と締結さ
れている。一方、頂壁１３は、側壁１２の上端面の上に連続して前方に伸びるように設け
られ、コンクリートよりなるものである。頂壁１３の内部には鉄筋６０が配筋されており
、側壁１２内の鉄筋６０と締結されている。
【００２８】
　暗渠４０は、底壁１１の左右両側面及び背面に隣接しており、多数の土嚢４１が互いに
隣接して形成された一続きの段が複数段積み重なったものであり、地下車庫であるコンク
リート躯体１０の両側面や背面に流れ込む雨水や地下水を円滑に排水するために設けられ
るものである。ここで、土嚢４１として、例えば特許第３１８７８０４号にて開示された
ものを用いることができる。ただし、土嚢４１には、砕石、クラッシャランや再生クラッ
シャランが中詰めされている。
【００２９】
　土嚢４１は互いに隣接させて形成した一続きの段として基盤３０上に積み重なっており
、道路１０１に対向する前面に位置する辺以外の基盤３０のコの字型の３辺に近接してい
る。地下車庫１０の前面に設けられた排水溝１０２に、土嚢を積み重ねた暗渠４０がその
端部を面しているので、地下車庫１０の両側面や背面に流れ込む雨水や地下水は暗渠４０
によって排水溝１０２に導かれて排水される。土嚢４１は、図４を参考に示すように、土
嚢袋の口が位置する口側４１ａと、土嚢袋の底部が位置する底側４１ｂとが、同一段の隣
接する土嚢４１同士にて相接するように積み重なっていることが好ましい。また、土嚢４
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１間の隙間には、クラッシャランまたは再生クラッシャランなどによって目詰まりされて
いることが好ましい。土嚢４１はその厚さ方向に一列に並ぶように規則正しく、上下に位
置する土嚢４１の口側４１ａと底側４１ｂとが互いに積み重なっていることが好ましい。
また、図５（ｂ）を参考に示すように、上下段にて互いにずらして千鳥配置に土嚢４１が
積み重ねられた暗渠４００であってもよい。このように、土嚢４１が千鳥配置に積み重ね
られていることにより、埋め戻し土砂７０などによる荷重を分散することができる。なお
、土嚢４１の積み重ね高さは、コンクリート躯体１０の底壁１１の厚さより高い。なお、
コンクリート躯体１０の側壁１２の外側には、埋め戻し土砂７０が埋め戻され転圧されて
いる。
【００３０】
　なお、前記暗渠４０を備えたコンクリート躯体１０は、土嚢を用いた暗渠４０の少なく
とも上部を覆う透水性不織布８０を更に具備することが好ましい。例えば、図７に示すよ
うに、土嚢を用いた暗渠４０の上部と外側部とを透水性不織布８０が覆っている。これに
より、土嚢を用いた暗渠４０の上に堆積された埋め戻し土砂７０などの細かな土砂が土嚢
４１の中に侵入し目詰まりを起こすことを防止することができるので、排水機能を更に経
年に渡って保持することができる。なお、埋め戻し土砂７０の粒子が細かい場合には、土
嚢袋の隙間から埋め戻し土砂７０が土嚢４１内の空隙に入らないように、埋め戻し土砂７
０の粒子よりも隙間が細かい透水性不織布８０を用いる。
【００３１】
　なお、土嚢４１を用いた暗渠４０の排水溝１０２に面する端部には、図５（ａ）及び図
５（ｂ）を参考に示すように、網状のネットや蓋などによる暗渠端面部材９０を設けるこ
とが好ましい。この暗渠端面形成部材９０は、排水溝１０２から土嚢を用いた暗渠４０の
端面が視認できるため、美観を目的に設けるものである。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　コンクリート躯体及びその構築方法において、暗渠を必要とするもの等に適用すること
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施例に係る暗渠を備えたコンクリート躯体の構築方法を構築順序に沿
って示す横断面図である。
【図２】図１に続く、暗渠を備えたコンクリート躯体の構築方法を構築順序に沿って示す
横断面図である。
【図３】本発明の実施例に係る暗渠を備えたコンクリート躯体である地下車庫を示す概略
縦断面図である。
【図４】図１（ｂ）に示す暗渠を備えたコンクリート躯体を構築する暗渠形成工程が完了
した状態を示す上面図である。
【図５】図１（ｂ）に示す暗渠を備えたコンクリート躯体を構築する暗渠形成工程を完了
した状態を示す縦断面図である。
【図６】図３に示した暗渠を備えたコンクリート躯体を示す縦断面図である。
【図７】図６に示した暗渠を備えたコンクリート躯体の暗渠に透水性不織布を覆った状態
を示す部分拡大縦断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
１０　コンクリート躯体、地下車庫
１１　底壁
１２　側壁
２０　地盤
３０　基盤
４０　土嚢を用いた暗渠
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４１　土嚢
６０　配筋
８０　透水性不織布

【図１】 【図２】
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